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プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０」総合支援事業に係る 

「2012改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」の適用について 

 

日頃、本県の住宅・建築物等の耐震化の推進に御理解・御協力いただきありがとうござい

ます。 

一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」が平成 24 年６

月に８年ぶりに改訂されたことを踏まえ、プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０」総合支援事業

への本格的適用に向け、その取扱いや移行時期などを検討してまいりましたが、今回、下記

のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせいたします。 

お手数をおかけしますが、貴会員あて周知していただくようお願いいたします。 

 

記 
 
１ 新耐震診断法の移行日  平成25年４月１日 

 

２ 新耐震診断プログラム 

「2012 改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく新耐震診断法に準拠したものを

使用可能とする。 

 

３ 既に策定済みの補強計画の取り扱い 

・平成24年度までに策定した補強計画については、現在の「静岡県耐震改修促進計画」の

計画期間（平成27年度まで）、新耐震診断法により策定された補強計画と同等とみなす。 

 ・平成 24 年度までに策定した補強計画を変更する場合に使用する耐震診断プログラムは、

既補強計画の策定に使用した耐震診断プログラムも使用可能とする。 
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